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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月14日(2017.3.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のピクセルを含む光検出器と、
　該光検出器と光学的に関連する硬質撮像先端部と
　を含み、
　前記硬質撮像先端部は、前記光検出器に対して一定の焦点距離に焦点面を画定する、遠
位端を含むとともに、前記硬質撮像先端部の前記遠位端は、組織と接触して設置されて前
記組織を前記焦点面に維持するように構築されている、手持ち式医用撮像装置。
【請求項２】
　光検出器と硬質撮像先端部の間に配置された光誘導要素をさらに含み、該光誘導要素は
、閾波長より下の光を、前記硬質撮像先端部の遠位端に向かって反射し、前記閾波長より
上の光を前記光誘導要素に向かって透過させるように適合されている、請求項１に記載の
手持ち式医用撮像装置。
【請求項３】
　光誘導要素が二色性ミラーである、請求項２に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項４】
　閾値が、選択された造影剤の発光波長よりも小さく、該造影剤の励起波長よりも大きい
、請求項２または３に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項５】
　励起波長と発光波長の両方が、境界を含めて約５９０ｎｍから８５０ｎｍの間である、
請求項４に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項６】
　励起波長と発光波長の両方が、境界を含めて約３００ｎｍから１０００ｎｍの間である
、請求項４に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項７】
　閾値が、光誘導要素と関連する第１の照明源により供給される、選択された造影剤の第
１の励起波長よりも大きい、請求項２～６のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置
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【請求項８】
　第１の照明源をさらに含む、請求項７に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項９】
　光誘導要素と関連する第２の照明源をさらに含み、該第２の照明源は閾波長よりも大き
い第２の波長を提供する、請求項８に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１０】
　光誘導要素と関連する第２の照明源をさらに含み、該第２の照明源は造影剤の第２の励
起波長を提供する、請求項８に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１１】
　第１の照明源が脈動するように適合されている、請求項８～１０のいずれか一項に記載
の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１２】
　第１の照明源が、境界を含めて約５９０ｎｍから６８０ｎｍの間の波長で光を供給する
、請求項８～１１のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１３】
　第１の照明源が、焦点面において、境界を含めて１０ｍＷ／ｃｍ２から２００ｍＷ／ｃ
ｍ２の間の照明を提供する、請求項８～１２のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装
置。
【請求項１４】
　光検出器と硬質撮像先端部の間に位置する光学系をさらに含み、該光学系の倍率が、複
数のピクセルの各ピクセルに対して、約５μｍから１００μｍの間の視野をもたらす、請
求項１～１３のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１５】
　光学系が視野を拡大する、請求項１４に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１６】
　光学系が視野を縮小する、請求項１４に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１７】
　光学系が、境界を含めて約５ｍｍから１５ｍｍの間の直径を有するアパーチャを含む、
請求項１４～１６のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１８】
　光学系が、対物レンズと結像レンズとを含む、請求項１４～１７のいずれか一項に記載
の手持ち式医用撮像装置。
【請求項１９】
　光学系の被視界深度は、境界を含めて約０．１ｍｍから１０ｍｍの間である、請求項１
４～１８のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項２０】
　光検出器と硬質撮像先端部の遠位端の間の光学経路が、境界を含めて約２５°から６５
°の間の角度を有する屈曲部を含む、請求項１～１９のいずれか一項に記載の手持ち式医
用撮像装置。
【請求項２１】
　硬質撮像先端部の遠位端が、事前選択された波長に透過性である平坦な窓を含む、請求
項１～２０のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項２２】
　硬質撮像先端部の遠位端が開放されており、前記硬質撮像先端部は、該硬質撮像先端部
の側面に少なくとも１つの開口を含み、前記硬質撮像先端部の前記遠位端への外科的アク
セスを提供する、請求項１～２０のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置。
【請求項２３】
　硬質撮像先端部が、視野中に延びる少なくとも１つの配向機構を含む、請求項１～２２
のいずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置。
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【請求項２４】
　光検出器の焦点を、固定焦点距離から、硬質撮像先端部の遠位端を超えて位置する第２
の焦点距離へと変更するように適合された、集束要素をさらに含む、請求項１～２３のい
ずれか一項に記載の手持ち式医用撮像装置。
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